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行政と住民等との合意形成の手法

（パブリックインボルブメント）

前第三経営経済研究部研究官 渡邉　　満

１）「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」。関係法律は４７５本
２） NPOについては、渡邉「NPOと自治体政策」郵政研究所月報No１３３（９９.１０）を参照されたい。
３） 平成１１年２月に策定された「公共事業の説明責任（アカウンタビリティ）向上行動指針」の中で実施された調査。「国民か
ら見た公共事業の現状」というテーマに関し、学識経験者や任意抽出された国民に対するヒアリングやアンケート等が実施
された。

トピックス

はじめに

古くは成田空港建設（千葉県）や東京外郭環状

道路建設（千葉県等）、最近では吉野川河口堰建

設（徳島県）や藤前干潟の埋立（愛知県）、神戸

空港建設（兵庫県）等のように、公共事業の計画

や執行に際して行政と住民等との間でトラブルが

発生する事例が増えている。トラブル発生の結果

として事業内容等が改善されるのであれば、当該

トラブルは行政・住民等の双方にとって良い結果

をもたらすであろうが、結果的には事業の中断・

凍結や規模の縮小等につながり、事業の進捗や社

会コストの面で問題となる事例が多々見受けられ

る。

では、このようなトラブルは何故発生するのか。

筆者は、�生活が豊かになるにつれ、自分の生活

する地域環境への関心が高まってきた結果、また、

いわゆる地方分権一括法１）等の成立にみられる

ような地方分権・住民自治環境の整備の進展を受

け、NPO
２）や各種地域団体等を通して行政と積

極的に関わっていこうとする能動的な住民等が増

えてきていること、�社会基盤整備の進展につれ、

住民等の社会基盤整備に対するニーズが「量から

質」へ変化し、行政に求める責任も、事業を確実

に執行する責任（Responsibility）から説明する

責任（Accountability）へ変化していること、さ

らに、�国と地方を合わせて６６０兆円超、GDP比

で１３０％に近い長期債務残高（１３年度予算ベース）

を有するという財政悪化状況の中、公共事業を含

めた行政活動に対して透明性・効率性を求める住

民等が増えてきていることが背景にあると考える。

また、逆にこのことは、住民等が行政に対して意

見を表明する機会が少ないこと、また、当該住民

等のニーズを満たすような行政から住民等への情

報提供が、量的にも質的にも成されていないこと

の結果とも言えよう（実際、国土交通省（旧建設

省）が実施した調査３）においても、国民の約７

割が「公共事業に関する情報が不足している面が

ある」と回答している）このため、行政と住民等

との間にコミュニケーションギャップが生まれ、
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結果的にトラブルが発生していると考える。

これまで社会的合意（コンセンサス）を得るた

めの手段であると考えられ、実際に活用されてき

た審議会や委員会等による検討・決定という手法

（オーソライズプロセス）が、法的・手続き的な

正当性は担保されているとしても、当該ギャップ

が存在するために、住民等との真の社会的合意を

形成する手段とは、もはや言えなくなっているの

であろう。

そのような状況の中、多少時間を費やそうとも

行政の透明性・効率性を確保し、行政と住民等と

のコミュニケーションギャップを埋めつつ（コン

フリクトの発生を抑えつつ）合意形成を図る手段

の一つとして、運輸白書や今年３月に閣議決定さ

れた「規制改革推進３か年計画」等でも取り上げ

られている、パブリックインボルブメント

（Public Involvement。以下、「PI」という）が

注目されている。

そこで本稿では、主として公共事業を念頭に置

きながらPIの概要を紹介するとともに、PIを推

進するためのポイント等について整理する。

１　ＰＩの概要

� P Iの定義

PIとは、前述したようにPublic Involvement

の略であるが、そのまま訳せば「（行政による）

公衆の巻き込み」ということになる。

このPIという語句の定義については、例えば

国土交通省の運輸用語解説では、「公共政策・事業

の推進に当たっての住民参加の一手法。関係者に

対して計画当初から情報を提供し、意見をフィー

ドバックして計画内容を改善、合意形成を進める

手法」と定義され、また、地方公共団体のホーム

ページをみると、例えば会津若松市の行政システ

ム改革プラン（素案）では、「施策立案過程の当初

の段階で、広く意見を募る時間を確保し、寄せら

れた意見の調査・分析を踏まえて施策案の検討を

進める制度」と説明されているように、使用者ご

とに色々成されているのが現状である。PIの性

質・目的等に鑑み、少々冗長ながら筆者なりにま

とめれば、「地域住民に限らず、関係する公共政

策・事業により影響を受ける様々な関係者（無関

心層や民間企業体、関連団体、他の政府機関や市

民以外の国民等も含まれる）を巻き込みながら、

基本計画・方針策定等の当初から関係情報を提供

し、それに対する意見・意思をフィードバックし

たり意見交換して計画等を改善するといった、関

係者が計画等の策定過程を知る機会を設けながら、

行政と関係者とのよりよい合意形成を効率的に推

進することを目的として行政が行う、主として情

報提供や意見交換のための種々の手法を組み合わ

せた一連のシステム」と言えよう。一方、当該関

係者の側からみれば、政策検討等の過程に積極的

に参加していく仕組みとも言える。

PIを、行政と関係者をベースにイメージする

と、図１のようになる。一部文献等には、他に何

の説明もなく、「PIは住民参加の手法である」と

言い切ったものが散見されるが、藤前干潟の埋立

等の例を見ても分かるように、公共事業の実施等

に対しては、地域住民以外の多くの国民や関連市

民団体等から反対・支援活動が行われており、住

民や市民といった狭い範囲の関係者との合意形成

だけを目指してもよりよい結果が導けないとこは

明白である。その意味からも、先の国土交通省の

定義と同様、PIの対象については、もっと広く

捕らえるべきであろう（このことは、関係者を絞

って一部のPI手法を実施することまで排除して

いるわけではない）。

�　住民投票等との比較

住民意見・意思の表明と、その結果に基づく行

政政策への反映という面を捉えると、PIの他に
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も、住民投票やパブリックコメント（以下、「PC」

という）という手法があるが、以下の点でPIと

は異なると言えよう。

ア．住民投票

過去１０年間を見ても、全国で１００回を越える住

民投票が実施されており、その結果を受けて事業

計画が変更されたり、計画案そのものが凍結・中

止されている。この住民投票は、地域の重大な問

題について、直接住民が意思を表明する手法であ

るが、この手法は、公共事業の実施等に当たって、

その重要なポイント、ポイント（実施するか、し

ないか等）での住民意思の表明のために行われる

のに対して、PIは、前述のように計画・方針等

の策定段階の当初から実施され、また、実施しな

いことや実施するとした場合の方法といった、

種々のテーマに対して、住民を含むより多くの関

係者からの意見を汲み取るために実施されるもの

であり、この点で住民投票はPIと異なると言え

よう。

イ． P C

PCは、行政機関等の意思決定過程に際して広

く国民に素案を公表し、それに対して出された意

見・情報を考慮して行政が意思決定を行う制度で

ある。現在は、１９９９年に閣議決定された「規制の

設定又は改廃に係る意見提出手続」に基づき、国

民に対して意見照会が行われている（具体的にみ

た場合、国レベルでは規制を伴う政令・省令等を

策定する際に国民に対して意見照会する事例がほ

とんどと思われるが、滋賀県等の地方公共団体レ

ベルでは、長期構想、基本計画についてもその対

象としている等、活用方法については実施者ごと

に異なるようである）。このPCは、行政が関係

者に具体案を示して、それに対する意見・意思等

を求め、再度行政が検討するといった流れで実施

される手法であり、後述するような、事前準備か

ら合意形成等に続く息の長いプロセスで、かつ、

無関心層を含めた多くの関係者を行政側が取り込

む方式であるPIに比べて概念は狭く、この意味

でPIとは異なると言えよう。むしろ、PCはPIの

図１　PIのイメージ

地元住民 インターネット利用者

業界団体
利害関係者

有識者

海外関係者

ＮＰＯ等マスコミ

キーパーソン

行
　
　
　
　
　
　
政

国民一般

合　意　形　成

注　：矢印は、主なコミュニケーションの方向を示す。
資料：「公共政策における新しい合意形成のあり方」等を基に作成
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一部と考えるのが正しいように思われる。

�　公共政策とP I手順の流れ

次に、公共事業を含む公共政策の流れを概観し、

その中のどこでPIが実施され、また、どのよう

な手順で実施されるのかについて述べる。

ア．公共政策の流れ

公共政策に限らず、ある業務を遂行する（問題を

解決する）ためには、一般的に、計画（Plan）

－実行（Do）－反省（See）の過程を踏むことが

重要であると言われるが、公共政策においても同様

である。具体的に公共政策の流れを図示すると、

図２のようになる。

図２　自治体の政策サイクル

問題発見

課題設定 政策形成　Plan

Do

See

問題分析

政策立案

政策決定

政策執行

政策評価

資料：「政策形成と地域経営」を基に作成

ａ.政策形成

政策形成は、前述の Plan部分に相当するが、

さらにこの段階は、以下のように、問題発見、課

題設定、問題分析、政策立案、政策決定の段階に

分解できる。

�問題発見

問題発見とは、現在トピックとなっているもの

でも、それが本当に大きな問題なのか、また、ト

ピックとなっていないものの中に大きな問題がな

いかという視点で社会問題を把握し、評価するこ

と（そもそも当該問題が、行政需要になり得る公

共的性格のものか等）である。

�課題設定

課題設定とは、政策ニーズのうち、特に解決・

実現すべきものを課題として設定することである。

�問題分析

問題分析とは、政策課題として設定したテーマ

について、何がどのように問題なのかを明確にす

ることである。これには、問題の種類、重要度、

要因、住民等への影響等を評価することも当然含

まれる。

�政策立案

この過程は、課題解決のために設定された目標

を実現するために、有効な方法を具体的にまとめ

ることである。この際には、「調査研究」という

ツールも、時として重要になろう。

�政策決定

政策決定は、先の過程で立案された政策を、法

令や予算、事業計画（交通計画、都市計画といっ

た全体計画）・プラン等として公式に確定するこ

とである。この際には、確定するための判断を容

易にするような、政策案の評価が必要となる。

この過程を経て、正式に政策形成過程が完成（終

了）する。

ｂ．政策執行

政策執行は、Doに当たる過程であり、文字通

り実際に事業として実施することであるが、この

中には、具体的な作業の他に、前述の政策決定過

程では詰めきれなかった細部の意思決定（道路建

設において、どのルートを選択するか等）が含ま

れる。

ｃ．政策評価

政策評価（See）については、前述の政策形成
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� PI手法の実施、�評価ということになろう

（図３）。

ａ．事前準備

この段階で行うのは、�合意形成を図ろうとす

る政策に係る内容、効果、関係者等への影響、地

元の特性等の検討・明確化、�どの程度の合意形

成を目指すのかの目標の明確化、�目標達成を判

定するための評価基準の設定、�関係者（PI対

象者）の決定等、合意形成計画の作成までに明確

にしておかねばならない項目の整理である。

ｂ．合意形成計画の作成

ここでは、�後述のPI手法のうち、どの関係

者にどの手法を適用するのか（または組み合わせ

るのか）�PIの実施に際し、どのくらいの期間

を用意するのか、�同じく実施に際し、誰がどの

ように行うのか等、PI実施に関する具体的な事

項の整理である。

ｃ．P I手法の実施

この段階で、具体的なPI手法が計画から実施

に移され、情報提供、意見交換・意見集約等によ

る合意形成が図られることになる。先に、PIは、

主として情報提供や意見交換のための種々の手法

を組み合わせた一連のシステムであると述べたが、

当該システムを効果的に運営する上で行われる具

体的かつ主なPI手法をまとめると、表のように

なる。これら手法が、関係する公共事業の種類や

実施場所、住民等の関心の高さ等を配慮して、有

図３　PIの手順

事前準備

合意形成計画の作成

PI手法の実施

評　　価

過程での評価のような、いわゆる事前評価もある

が、言うまでも無くここでの政策評価は、政策執

行後に行われる、関係者の満足、住民や環境への

影響、民主性、能率性（効率性、効果性）等の観

点から行われる事後の評価を指す。

なお、この政策評価の結果は、他の政策へフィー

ドバックされことになり、次の政策サイクルが形成

されていくこととなる（問題が解決されなかった

場合はもちろん、解決された場合でも、それが新

たな問題発生につながる場合も考えられる。例え

ば、バイパス道路の建設に伴う新たな環境問題の

発生等）。

イ．P Iの実施段階と手順

当該公共政策の流れのどの段階でPIが実施さ

れるかであるが、特に具体的な公共事業の執行に

際して行政と関係者とのコミュニケーションギャ

ップが露呈する例が多く、実際のPI導入事例で

も政策執行段階でのものが多いのは事実であるが、

結論から言えば、前述の政策形成、政策執行、政

策評価といった全ての段階で実施される、または

実施されるべきものである。前述の PIの目的

（行政と関係者とのよりよい合意形成の効率的な

推進）からして、行政と関係者の合意形成は、何

も政策の執行段階のみに求められるものではなく、

公共政策全般を通じたコミュニケーション努力に

より達成できるものであると考えるからである。

ただ、各段階によって、例えば政策形成段階では

関係者の計画に対するニーズの把握や意識の向上

等のため、また、政策執行段階では、具体的な工

事内容等に関する情報提供と意見交換による、円

滑・効率的な事業の推進に係る合意形成といった

ように、主とする目的は当然違ってくる。

次に、PI実施の手順であるが、標準的な手順

というものが存在しないのが現状である。ただ、

前述のPlan－Do－Seeの過程をベースにすれば、

�事前準備、�合意形成計画（PI計画）の作成、
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機的・効果的に組み合わされ、実施されることと

なる。また今後は、IT（情報技術）の進歩や関

係者の経験・努力により、さらに新しい手法が開

発されていくものと思われる。

なお、この段階での、情報の適時・適切な提供

と回答等に対する時期を失しないフィードバック

の重要性は、言うまでもない。

ｄ．評価

PI手法実施後、先に明確化しておいた評価基

準に照らして評価を実施する。その結果は、公共

政策同様、前段階（合意形成計画や実施段階）に

フィードバックされることとなる。

２　公共事業におけるＰＩの事例

次に、米国と日本において、PIを導入して合

意形成が成された例を紹介する。なお、日本につ

いては、政策形成段階、政策執行（事業化）段階

での例をそれぞれ紹介する。

�　米国（フロリダ州）

フロリダ州交通省は、１９９４年に計画期間２５年の

長期交通計画（Frolida２０２０）の策定に当たり、

PIを導入している。フェーズごとの内容を述べ

ると、

ア．フェーズ１（１９９４年夏）

このフェーズでは、情報収集や意見交換等の目

的で、３０か所、５０回にも及ぶ種々の会合が実施さ

れた。具体的に述べると、

・一般大衆を対象としたワークショップ（２４回）

・展示会（４回）

・技術者を対象としたブレインストーミング

（９回）

・トピック及びグループで特定される参加者を

対象としたフォーカスグループミーティング

（１４回）

・地区オリエンテーション（３日間）

等である。

なお、当該会合等においては、参加者の参加意

情報提供・広報 情報交換 意見聴取 その他の手法

・告知（アナウンスメンツ）
・ダイレクトメ－ル
・ニューズレター
・広報誌・広報無線
・ポスター
・模型
・キーパーソンへのインタビュー
・ビデオ
・電話
・マスコミの利用（記者発表､
パブリシティ､新聞広告等）
・ボランティアの活用
・インターネット（HPの開
設等）
・現場事務所
・公開学習会

・説明会
・自治会集会
・公聴会
・討論集会
・フォーカスグループミーティング
・近隣集会
・タスクフォースミーティング
・オープンハウス
・公開ヒアリング
・行政会議
・研究会
・シンポジウム・フォーラム
・ワークショップ
・座談会

・オンラインによる質問受付
け
・ホットラインの開設
・FAX

・手紙・葉書
・コミュニティセンター
・市民意識調査
・アンケート調査
・交渉・調停
・面接調査･直接ヒアリング
・Eメール

・ゲーム、コンテスト
・フェア、スペシャルイベント
・ロールプレイング
・先進事例視察
・現地見学会
・双方向テレビ
・通信会議
・模型
・コンピュータ・プレゼンテーション
・コンピュータ・シュミレーション
・調査

主な PI手 法

注　：公聴会等、一つの手法でも複数の目的のために実施される場合が多々ある。
資料：「U.S.Department of Transportation:”Public Involvement Techniques for Transportation Decision-Making”１９９６」等

より作成



欲を増す目的等から、参会者のコメント全てをそ

の場でコンピュータに入力し、記録として保存す

るといった、後の参考となる方法が試みられてい

る。

その後、１９９４年８月には、合意形成ワークショ

ップが開催され、州内各所から１００名を超す各種

団体・組織の代表者が招待され、当該フェーズの

区切りとなった。なお、当フェーズでは、それら

会合等の他にも、ニューズレター、小冊子、テレ

ビ・ラジオといったマスコミや独自に作成したビ

デオ等が利用されている。

イ．フェーズ２（１９９４年秋～）

当フェーズでは、公聴会（州法で正式な手続き

として規定）が開催され、その後、１９９５年１月に

計画案が確定した。

�　日本

ア．政策形成段階（国土交通省（旧建設省））

国土交通省（旧建設省）は、第１１次道路整備五

ヵ年計画（平成５～９年度）に続く「新道路計画」

の策定に当たり、PI手法を導入した。これは、

日本において計画段階にPIが導入された先進的

な試みである。

具体的には、�道路審議会が２１世紀の道づくり

についての基本的な考え方を大臣に提案する段階、

�提案を受けて旧建設省が新道路五ヵ年計画を策

定する段階でPIが導入されている。計画策定ま

での流れをみてみると、次のようになる。

ａ．道路審議会基本政策部会の「２１世紀のみちを

考える委員会」が、「渋滞の解消」や「生活環

境と利便性」等、道づくりに関する１２のテーマ

を提示した「キックオフ・レポート」を作成

ｂ．当レポートを地方自治体や全国の学校、経済

団体、道路利用者団体等に配布する他、建設省

国道道路事務所への問合せや関係ホームページ

へのアクセスでの入手も可能し、意見・提案を

募集。当該意見等については、郵送、FAX、

電子メールで受け付け

ｃ．当レポートに対する意見等を委員会が集計・

分析の上、「ボイス・レポート」として取りま

とめ、建設省等関係機関での閲覧やホームペー

ジ等を通じて国民に公表

ｄ．当レポートを基に道路審議会が建設大臣への

提案に向けて「中間とりまとめ」を作成し、関

係ホームページ等を通じて国民に公表。これに

対する意見等については、郵送、FAX、電子

メール等で受け付け

ｅ．「中間とりまとめ」に寄せられた意見等につ

いては、それを織り込みながら報告を取りまと

め、建設大臣に提案

ｆ．新道路五ヵ年計画の策定

なお、この他にもａとｃの間、ｃとｄの間、ｄ

とｅの間、さらにｅとｆの間にも、地方レベルで

のアンケート、地域懇談会、シンポジウム等が実

施されており、そこでの結果が各段階での議論に

盛り込まれている。

イ．政策執行段階（横浜市）

横浜市では、都市計画道路整備事業の一環とし

て、同市青葉区恩田元石川線の整備を開始し、現

在も具体的な道路設計や自然環境調査、歩行者系

空間の検討等が行われているが、ここでは、平成

４年度に実施された最初のアンケート調査から、

１１年度の「（仮称）恩田元石川線に関する方針」

策定までの間に行政が行ったコミュニケーション

の状況を、時期別に述べていく。

ａ．平成４～７年度

（アンケート調査からルート案の提案まで）

・関係世帯を対象に住民参加の会合の在り方や

参加意欲等に関するアンケートを実施

・アンケート結果を踏まえて行政と住民との最

初の意見交換を実施

・座談会や意見交換会を実施

81 郵政研究所月報 ２００１．８



・住民からの要望によりウォーキングイベント

を実施

・地区別説明会、シンポジウムを実施

・地区別説明会等参加者からの要望を受け、ブ

ロック別懇談会で市がルート案を提案

・参加者からの要望を受け、市から懇談会出席

者に対し委員会の設置を提案し、その規模・

構成に関するアンケートを実施

ｂ．平成８～９年度（複数案の検討）

・アンケート結果を受け、住民との意見交換の

方法や「道路を整備しない」ことも含めた道

路計画素案の検討等を行う委員会を設置（行

政、住民（公募）、学識経験者等がメンバー）

・委員会の検討結果を踏まえ、住民との意見交

換や環境に関する調査を実施

・公開学集会、ブロック別懇談会、ワークショ

ップを実施

ｃ．平成１０～１１年度

（市による複数案の提案から方針決定まで）

・委員会が絞り込んだ複数の道路計画素案を基

に市が道路計画の複数案を作成し、環境調査

結果と併せて公表

・複数案を説明するブロック別懇談会を実施

・区内から無作為抽出した世帯に対して、道路

の複数案に対する郵送・アンケート方式によ

る意識調査を実施

・市がこれまで行ってきた取組みに対し専門的

な視点から検討するため、研究会を設置

・研究会が、これまでの取組みに対する総合評

価に関する報告書を市に提出

・ここでの住民意見や委員会、研究会での検討

結果等を踏まえ、方針（案）を策定

・方針案を区内全戸に配布するとともに、説明

会を開催し、意見を聴取

以上が、時期別にみたコミュニケーションの状

況であるが、市・区から住民に対する情報提供手

段としては、広報、パンフレット（意識調査時に

同封）、区ホームページへの情報掲載、報道機関

への発表、市・区役所での資料、議事録等の閲覧、

座談会のCATVでの放映、パネル展等の方法が

使用されている。また、住民だけでなく、要望の

あった団体に対しても、要望があり次第、行政が

個別に説明を行っている。

この他にも公共事業に係るPI導入例としては、

長野県の「松本糸魚川連絡道路」建設事業での導

入例、秋田県の「道路の整備に関するプログラム」

策定過程における導入例等がある。

３　ＰＩ推進のためのポイント等

PIについては、さらなる地方分権の進展や住民

意識の向上等から、今後も引続き注目されてこよ

う。そこで最後に、PIを推進するに当たって考慮

すべきポイントとして、「実施手順上のポイント」

と「PIに対する正しい認識」の二点を取り上げる。

�　実施手順上のポイント

ア．基本的なコミュニケーション計画の作成

PIにおいては、PI全体の実施計画もさることな

がら、具体的なPI手法を、より効果的・効率的に

実施することが重要である。そのためには、種々の

具体的な手法のメリット・デメリットを検討した上

で 、 ま た 、 既 存 の 手 法 だ け で は な く 、

インターネット等のツールを使った新しい手法がな

いか検討した上で、�どの関係者にどの手法を適用

するのか（又は組み合わせるのか）、�個々の関係

者に対し、具体的にどこまでの情報提供や案等の投

げかけを行うのか、�行政が真剣に検討したことも

含みつつ、その結果をどのようにフィードパックす

るのか、�適用しようとする手法を、どのようなス

ケジュールで、また、どのような方法（形態、表現

等）で実施するのが効果的か等を含む、行政が行動

する上で、また、関係者からの要望により改善して
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いく上で基本となる明確なコミュニケーション計画

を作成することが重要である。

なお、その際に行政側は、「単に説明責任を果

たせればよい」との低い認識に留まってはならな

いことはもちろんであるが（そのような場合には、

PIは混乱を助長するツールになりかねないだろ

う）、無関心層を含む関係者に積極的に意欲喚起

を図るという視点や、当該関係者の「検討・合意

形成に参加している」という満足感を満たすとい

った視点を持つことも大切である。

イ．P I推進者（チーム）の育成

PIの実施に当たっては、行政内（一部所であ

る必要は無い）に、計画全体のコーディネート・

進行管理、アンケート等の実施、意見調整、説得、

意見交換の促進等、多くの作業を実施する高い資

質と能力を持つ推進者（あるいはチーム）が求め

られる。また他にも、プレゼンテーション能力や

PIの対象とする事業内容への精通、特に地域住

民の関心が高い「環境」に関する知識、住民等の

ニーズを掴む能力、市民活動に関する知識と経験

等も求められよう。ただ、そのような推進者等は、

その求められる資質の高さから誰でもなれるわけ

ではなく、また、すぐに育成できるわけではない。

よって、個々の行政主体ごとに基本となる育成方

針を作成の上、ある程度は時間をかけながら当該

推進者として行動できる職員の育成に努めるべき

であろう。もちろん、当該推進者等については、

関係者の中から選出したり、シンクタンク等民間

の専門家４）を活用するといったことも可能であ

ろう。また、当該政策等がもたらす影響の大きさ

等によっては、その他の第三者による調整の方が

より良い結果を生む場合もあろう。しかし、対象

事業に対する知識の深さや効率性、また、行政と

関係者の信頼感醸成等の観点からみて、あくまで

基本は行政内での育成に置くべきではないだろう

か。

ウ．一層の情報公開

合意形成においては、行政の透明性や強い信頼

感は、なくてはならない要素である。そのために

は、現在、各地で問題となっている自然環境に関

する情報はもちろんのこと、質的・量的な、より

一層の情報公開が求められる。併せて、現在、行

政運営を改革して限られた行政資源を有効に活用

し、住民満足の向上に結びつける手段として導入

図４　導入を検討中の自治体における評価制度導入予定時期

資料：三菱総合研究所「地方自治体における行政評価への取り組みに関する実態調査」より作成
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４） この場合に当該専門家に求められる役割は、話し合いの場での議事進行を手助けするファシリテーター（Facilitator）と
しての機能ではなく、それ以外にも関係者との面会や合意促進、合意文書素案の作成等も行うメディエーター（Mediator）
としての役割である。
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が進んでいる「行政評価制度」もさらに進展させ、

政策レベル、施策レベル、事務事業レベルそれぞ

れの段階における評価情報の公開も必要であろう。

この制度については、より小規模な自治体ほど導

入が遅れ気味であることから、早急な整備が必要

である（図４）。この行政評価に係る情報の公開

の進展は、PI自体の評価を行う際に有用となろ

う。

�　P Iに対する正しい認識

これまで述べてきたPIは、行政と住民等の関

係者との合意形成を図る上での唯一の手法でもな

く、また、住民等の意思を全て反映させられる万

能な手法でもない。特に後者の意味については十

分認識しておく必要があろう。つまり、�PIを

通じて決定された合意事項がそのまま審議会や議

会を通じてオーソライズされ、実施されたとして

も、それが全て行政や関係者全員にとってよりよ

い結果となるという保証はないということ（関係

者の意見は多岐に渡り、それら全てを集約するの

は物理的・技術的に無理であり、また、事業等の

内容によっては関係者が精通しているとは言い難

い場合もあろう）、�合意がなされたとは言え、

間接民主主義を採る限り、実際に決定に係る議論

をし、最終的な決定を下すのは議会や行政の長で

あり、その権限までは奪えないということである５）

（つまりPIは、間接民主主義の代替手法ではなく、

あくまで補完手法であると言えよう）。

このことから、誤解に基づく無用な紛争を避け

る意味からも、「PIについてはおのずと限界があ

る」ことを、行政側も関係者側も認識しておくべ

きである。

おわりに

PIは、そもそも前述したような限界を内包し

ているものの、その合意形成手法としての有用性

まで全て否定されるものではない。事実、国や地

方公共団体において導入が検討され、実際導入さ

れてきているのも、政策・施策を検討・実施する

上でのPIという手法への期待が背景にあろう。

ただ、日本におけるPIの歴史は欧米等に比べま

だまだ浅く、PIそのものや具体的な手法等に関

する本格的な研究も、これからというのが現状と

言える。

そのため行政側には、今後も失敗を恐れずに、

実験的にでも政策形成、政策執行等の段階での

PI導入の経験をどんどん積み、また、失敗例を

含めて外部に積極的に情報公開していくという態

度が求められる。そのことにより、PIそのもの

に関する分析・研究や、個々の行政主体・対象事

業ごとのPI手法に関するマニュアル化等が進展

し、より質の高いPIを実現していけるものと考

える。

５）当然、関係者の意思（不満）は選挙によって表明されることとなる。
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